令和７年１月２４日

隠岐の島町総合振興計画審議会公募委員の募集について

隠岐の島町では、「第２次隠岐の島町総合振興計画」の実現に向け、具体的な事業内容とその年次計画を定めた「事業実施計画」を策定し、まちづくりを進めています。事業実施計画は、毎年度内部評価により進行管理を行うとともに、町民の皆様と行政が一体となったまちづくりを実現するため、外部評価により町民の皆さまの意見・提言を頂いております。つきましては、「隠岐の島町総合振興計画審議会委員」を公募により募集します。

	審議会の名称
	隠岐の島町総合振興計画審議会

	募集定員
	２名（定数２０名のうち２名を募集します。）

	事務の概要
	町が前年度行った事業の実績、成果について評価を行い、次年度以降の事業の方向性についてご意見、ご提言をいただきます。
第２次隠岐の島町総合振興計画の推進に関し必要な審議をしていただきます。

	任期
	委嘱の日から２年間

	応募資格
	本町に引き続き１年以上居住している年齢満１８歳以上の方で、行政機関の職員（本町の職員を含む。）または本町議会議員でない方。

	募集方法
	町ホームページ・お知らせ便により募集します。

	応募方法
	応募者は、隠岐の島町総合振興計画審議会公募委員応募用紙に、必要事項を記入の上、役場地域振興課政策企画係に持参またはファクシミリ、郵送（メール可）により提出してください。なお、応募書類は返却いたしません。

	募集期間
	令和７年１月２４日（金）～２月２１日（金）※当日必着
※持参の場合の受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日・日曜日・祝祭日を除く）

	選考方法
	応募者多数の場合は、選考委員会にて選考いたします。

	選考基準
	選考委員会は、下記の事項により選考するものとします。
（１）　審議会全体としての委員の年齢・性別・地域性・職業等の偏り
（２）　多様な住民の意見を反映させるため、新たな人材の登用

	選考結果
	選考結果は、応募者全員に通知します。

	報酬等
	会議に出席いただいた場合に、条例に基づく報酬及び交通費を支給します。

	問い合わせ先
（事務局）
	〒６８５－８５８５　隠岐の島町下西７８番地２
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